変　　更　　届
　下記のとおり会員区分（全国有床診療所連絡協議会）を変更いたしたくお届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　氏　　名

　　医籍登録番号

　　所属郡市医師会

　　　　　　　　　　〒

　　病医院住所
　　病医院名
　　電　　話

　【会員区分変更について】※会員区分を○で囲んでください
　　（Ａ会員・Ｂ会員）　から　（Ａ会員・Ｂ会員）　へ変更します。
　　変更理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県医師会有床診療所連絡協議会長　殿
※当会会員は、全国有床診療所連絡協議会（以下、全国協議会）の会員を兼ねることになっており、全国協議会では会員区分（全国協議会会則施行規則による）が2つに分かれています。





　１．Ａ会員（病床稼動中の有床診療所医師）


　　　　　　　会費2万5千円（全国協議会費2万円＋埼玉県協議会費5千円）





　２．Ｂ会員（病床稼働中でない有床診療所の医師、または全国協議会の目的に賛同する賛助医師）


　　　　　　　会費1万5千円（全国協議会費1万円＋埼玉県協議会費5千円）








